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昭和 53年３月 30日付け基発第 186号「労働基準法施行規則の一部を改正する省令等 

の施行について」（抜粋） 

 

第１ 改正の趣旨 

 １ 改正の目的 

   （略） 

 ２ 新規定及びこれに基づく告示の基本的考え方 

 (１)  （略） 

 (２)  （略） 

  (３) 次に、別表第２号、第３号、第４号、第６号、第７号、第８号及び第９号につい

ては、最近の医学的知見により業務上疾病として定型化、一般化して捉えられるも

のをできるだけ具体的に規定することとし、これを有害因子の種類、疾病の性質、

疾病の発生する集団ないし業務の特異性等を考慮して、分類列挙するとともに、で

きるだけ具体的に、有害因子、疾病の内容を規定することにより、業務上疾病の範

囲の明確化が図られた。 

     すなわち、新規定の各号に列挙されている疾病は、可能な限り最近に至るまでの

国の内外を通じての労働の場において発生した症例の医学的調査研究報告、専門機

関の評価が加えられた出版物を収集し、検討した結果業務との因果関係が確立して

いると考えられる疾病を可能な限り具体的に例示疾病として分類列挙したものであ

る。 

     上記の場合、疾病の内容、特に告示に掲げられた主な症状・障害については、労

働の場で起こったもののうち、収集された文献に現われている共通的なものを中心

に列挙したものであり、動物実験等により人体に対する有害作用が推測されるにと

どまっているような疾病ないし症状・障害については、例示の対象から除外されて

いる。 

     また、化学物質への高濃度ばく露を受けて急性中毒死したような事例については、

例示された部位以外の部位の症状・障害や二次的な症状・障害がみられるのが通例

であるが、原則としてこれらについても例示の対象から除外されている。 

     なお、突発的な原因による疾病や産業・労働の場における総取扱量が極めて少な

い物質等による疾病のように、個々のケースにおいては業務との因果関係が明確で

あっても一般的に業務上疾病として発生することの極めて少ないものは、例示の対

象から除外されている。 

(４) 以上のように、現在までに業務との因果関係の確立したものをできる限り定型化

して、例示疾病として掲げているので、例示疾病(別表第 10 号により指定される疾
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病を含む。)については、一般的に業務と疾病との因果関係が推定されるものである。

これらに対する労災保険における取扱いとしては、従来と同様、一定のばく露条件

や症状等を満たす場合には、特段の反証のない限りその疾病は業務に起因するもの

として取り扱われるものである。 

     これに対して、例示疾病として掲げられていない疾病については、上記のような

意味における一般的な形で業務との因果関係が推定されるものではない。したがつ

て、労働基準法の災害補償の場合においては、請求人が使用者に対しこれらの疾病

と業務との相当因果関係を立証しない場合には、災害補償は行われない。労災保険

の場合にも基本的には請求人の側に立証責任があることはいうまでもないが、請求

人の一定の疎明資料に基づいて行政庁が必要な補足的調査を行うことにより、業務

との相当因果関係の有無を慎重に判断する必要がある。この場合、上記１のなお書、

２(１)等の趣旨を体して、別表第２号 13、第３号５、第４号９、第６号５、第７号

22及び第 11号の運用について遺憾のないようにされたい。 

 

 （以下、略） 

 


